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第第２２章章  働働くくとときき、、雇雇ううととききののルルーールル  

１１  労労働働契契約約のの成成立立（（労労契契法法６６条条、、労労基基法法１１５５条条））  

（（１１））労労働働基基準準法法とと労労働働契契約約法法  

労働契約（労働条件、契約の締結、労働条件の変更、解雇等など）

に関する主な法令は、労働基準法と労働契約法です。 

労働者として働く場合、これらの法律の主な内容を知っておくことは、

重要なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アア  労労働働基基準準法法  

労働基準法は、労働法（「労働者の保護」や「労使関係の安定」等

を目的とする労働に関する様々な法律の総称）の中核となるもので 

あり、使用者が守らなければならない労働条件の最低基準を定めて

います。労働基準法に違反した使用者には罰則が科せられます。 

また、労働基準法では、国の機関である労働基準監督署に臨検、

報告徴収、司法警察権限を与えています。 

イイ  労労働働契契約約法法  

労働者の保護を図りつつ、労使間のトラブルを防止するため、労働

契約法では、労働契約の締結、労働条件の変更、解雇等についての

基本的なルールを定めています。 
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（（２２））就就職職すするる  ＝＝  労労働働契契約約をを結結ぶぶ  

働く上でまず重要なことは、賃金や労働時間をはじめとする労働  

条件です。就職するときは、労働条件を確認し、使用者と労働者の間

で、「この条件で雇います」「この条件で雇われます」という約束を結ぶ 

ことになります。この約束を「労働契約」といいます。 

労働契約は使用者と労働者の双方の合意により結ばれますが、労働

者が不当に低い賃金で働かされたり、長時間労働を強いられたりする 

ことがないように、労働条件の最低基準が労働基準法で定められて  

います。 

労働基準法は、「正社員」だけでなく、「パートタイム労働者」、「派遣

労働者」、「有期雇用労働者」、「アルバイト」など名称や雇用形態に  

関係なく、すべての労働者に適用されます。 

■「適用除外」 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人は、適用

除外となります。（労基法１１６条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※未成年者であっても、労働契約は本人が行います。親権者等が代理で 

行うことはできません（労基法５８条）。 

 

第2章　働くとき、雇うときのルール

5

第 

２ 

章



6 

 

就職する時は、まず賃金や労働時間など、労働契約上の労働条件を

書面で確認することが大切です。 

アア  労労働働条条件件はは労労働働契契約約をを結結ぶぶ前前にに確確認認ししままししょょうう  

求人情報の労働条件と、労働契約上の労働条件が同一とは限りま

せん。求人情報とは異なる労働条件で労働契約を結んだ場合、その

労働契約に基づき就労することになりますので、注意が必要です。 

このため、労働契約を結ぶ前に、使用者から提示された労働条件

を詳しく確認するようにしましょう。 

イイ  労労働働契契約約はは書書面面でで確確認認ししままししょょうう  

労働契約については、労労働働契契約約法法において、労働者と使用者に 

よる合意で成立するとされており、これは口頭でも成立します。 

もし、具体的な労働条件を確認しないまま就労すると、労働者が 

不当に低い賃金で働かされる、あるいは長時間労働を強いられる 

など、使用者とトラブルになるおそれがあります。 

このため、労労働働基基準準法法において、労働契約を結ぶ際「使用者が  

労働者に書面によって明示しなければならない労働条件」が定めら

れています。（Ｐ１１参照） 

 

※※  ススポポッットトワワーーククににおおけけるる労労働働契契約約のの成成立立時時期期  

短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことを「スポ

ットワーク」といいます。 

面接などを経ることなく、先着順で就労が決定するスポットワークの

求人においては、別途特段の合意が無ければ、「使用者が掲載した

求人にスポットワーカー（労働者）が応募した時点」で労使双方の  

合意があった（＝労働契約が成立した）と一般的には考えられます。 

使用者の都合で仕事を直前に解約（キャンセル）することは一般的

に不適切であり、その有効性は労働契約の内容など、個別具体的な

状況を踏まえ判断されます。
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 なお、スポットワークには様々な形態があり、労働契約に該当しない

こともありますので、事前に確認しましょう。 

 

ウウ  使使用用者者にによよるる労労働働条条件件のの明明示示ががなないい場場合合（（労労基基法法１１２２００条条））  

労働契約を結ぶ際、労働基準法に定められた労働条件の明示が

無いなどの違反行為があった使用者には罰則が科せられます。 

この場合、労働者は事業所を所管する労労働働基基準準監監督督署署（司法警察

権限により事業所の臨検や報告徴収などを行う）に相談できます。 

（労働基準監督署の連絡先はＰ１５０を参照） 

 

（（３３））労労働働者者ととはは（（労労基基法法９９条条、、労労契契法法２２条条））  

アア  労労働働者者にに当当たたるるかか否否かかのの判判断断基基準準  

先に述べた労働基準法や労働契約法の適用を受けるには「労働 

基準法上の労働者」である必要があり、労働者であることの判断基準

は「使用従属性（指揮命令関係）」が存在することです。 

また、「労働者」に該当するか否かは、職種や職名によって画一的

に判断することは不可能です。個別事案毎に精査し判断することに

なります。 

「「使使用用従従属属性性」」にに関関すするる２２つつのの判判断断基基準準  

①①  労労働働がが他他人人（（使使用用者者））のの指指揮揮監監督督下下でで行行わわれれてていいるるかか  

  【指揮監督下で行われている場合】 

・ 仕事の依頼等に対する諾否の自由が無い 

・ 業務遂行上の指揮監督（業務命令）を受けている 

 ・ 拘束性がある（勤務場所、勤務時間の指定・管理など） 

 ・ 代替性が無い（業務の再委託を制限されているなど） 

②②  報報酬酬がが「「指指揮揮監監督督下下ににおおけけるる労労働働」」のの対対価価ととししてて支支払払わわれれてて

いいるるかか  

イイ  フフリリーーラランンススのの労労働働者者性性ににつついいてて  

フリーランスは、取引先と業務委託契約や請負契約を締結する  

ため、労働基準法上の「労働者」には原則該当せず、労働時間   

規制、最低賃金などの適用は受けられません。 
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ただし、上記ア①②の使用従属性があれば、実質的に「労働者」と

みなされる可能性があります。 

「自分の働き方は労働者に該当するのではないか」とお考えの場合

は、事業所を管轄する労労働働基基準準監監督督署署（Ｐ１５０参照）に相談すること

ができます。 

 

（（４４））労労働働契契約約のの変変更更等等にに関関すするるルルーールル  

アア  労労働働契契約約のの内内容容のの変変更更（（労労契契法法３３条条、、８８条条））  

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に  

基づいて締結し、又は変更すべきものとされています。 

労働契約を変更する場合は、原則、労働者と使用者の合意が必要

です。 

イイ  就就業業規規則則にによよるる労労働働契契約約のの内内容容変変更更（（労労契契法法９９条条、、１１００条条））  

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則（Ｐ１６参照）を変更

することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件

を変更することはできません。 

ただし、例外的に以下①～③を満たす場合は労働条件の不利益

変更が可能になります。 

①① 変変更更後後のの就就業業規規則則をを労労働働者者にに周周知知すするるこことと  

②② 就就業業規規則則のの変変更更がが、、以以下下のの点点にに照照ららししてて合合理理的的ででああるるこことと  

・労働者の受ける不利益の程度 

・労働条件の変更の必要性 

・変更後の就業規則の内容の相当性 

・労働組合等との交渉の状況 

・その他の就業規則の変更に係る事情 

③③ 労労働働契契約約ににおおいいてて、、労労働働者者及及びび使使用用者者がが「「就就業業規規則則のの変変更更

にによよっっててはは変変更更さされれなないい労労働働条条件件」」ととししてて合合意意ししてていいたた  

部部分分ででなないいこことと  

  

  

  

  

第2章　働くとき、雇うときのルール

8



9 

 

ウウ  労労働働契契約約のの継継続続・・終終了了（（労労契契法法１１４４条条～～１１７７条条））  

①①   出出向向  

■ 労働者が使用者との労働契約を維持したまま、別会社や関連

会社など、組織外へ人事異動になることを「出向」と言います。 

■ 使用者は、就業規則や労働協約などに出向の根拠規定（社外

勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金など）が  

ある場合、労働者の同意なく出向を命じることができます。 

ただし、出向の必要性や対象労働者の選定などについて合理

性が認められない場合は、権利の濫用として出向命令が無効に

なる場合があります。 

■ 出向には以下の２種類があり、基本は在籍出向です。 

在籍出向： 原則、出向期間の終了後、元の会社に戻ります。 

転籍出向： 出向後、出向元の会社との労働契約を解消し、 

出向先の会社と新たに労働契約を結びます。 

※ 転籍出向の場合、対象労働者の個別合意が必要です。 

就業規則などの包括合意をもって労働者に強制することは 

できません。 

②②  懲懲戒戒・・解解雇雇  

■ 懲戒は、企業秩序や職場規律を維持するため、それに違反  

した者に対して科する秩序罰の制度で、「制裁」とも言い、不利

益措置を伴います。 

懲戒には、主に以下のような種類があります。 

使用者が労働者に対して懲戒処分を行うには、あらかじめ  

懲戒の内容を就業規則に定める必要があります。 

【懲戒の例】 

けん責 ： 始末書をとり将来を戒める。 

減 給 ： 将来を戒め、賃金を減額する。 

出勤停止 ： 出勤を停止し、その間の給与は支給しない。 

降 格 ： 職位を解任若しくは下位等級へ降格する。 

懲戒解雇 ： 即時に解雇する。 
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■ 解雇には、上記の懲戒解雇のほか、普通解雇、整理解雇が 

 あり、いずれも使用者による一方的な労働契約の解消になりま

す。（Ｐ１１１参照） 

■ 客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認め 

られない場合は、権利の濫用として懲戒や解雇は無効となり  

ます。（Ｐ１１２参照） 

■ 有期労働契約の場合、やむを得ない事由がなければ、契約 

期間中の解雇はできません。（Ｐ２５参照） 

 

（（５５））契契約約のの期期間間  

労働契約には期間を定める契約（有期労働契約）と定めない契約

（無期労働契約）があります。 

アア  正正社社員員ななどど、、無無期期労労働働契契約約のの場場合合（（高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定法法８８条条

～～９９条条、、労労基基法法８８９９条条））  

①①  定定年年制制ががああるる場場合合  

労働者が一定の年齢に達したとき、労働契約が当然にかつ自動

的に終了します。 

会社が定年制を導入する場合は必ず就業規則に定める必要が

あり、原則 60 歳を下回る定年の定めは認められません。 

令和３年４月以降は６５歳までの雇用確保義務があります。（６５

歳定年、あるいは６５歳までの継続雇用制度の導入など。第１２章

参照） 

②②  定定年年制制ががなないい場場合合（（定定年年制制のの廃廃止止））  

労働者本人の都合か、会社都合のみの退職となるため、退職と

なる要件を就業規則に明記する必要があります。 

イイ  有有期期労労働働契契約約のの場場合合（（労労基基法法１１４４条条））  

有期労働契約の１回の契約期間の上限は原則、３年とされていま

す。（Ｐ２５参照） 
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（（６６））契契約約時時にに使使用用者者がが労労働働者者にに明明示示ししななけけれればばななららなないい  

労労働働条条件件（（労労基基法法１１５５条条））  

アア  労労働働条条件件のの明明示示  

①①   必必ずず明明示示ししななけけれればばななららなないいこことと  

下記の項目は原則、書面（労働条件通知書）の交付が必要  

です。 

ただし、労働者が希望する場合は、ＦＡＸ、電子メール、ＳＮＳの

メッセージ機能等でも明示することができます（出力して書面作成

できるものに限る）。 

 

※

※

※

 

※１ 期間の定めがある場合はその期間、期間の定めのない場合はその
旨を明示しなければなりません。 

※２ 有期労働契約の更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準
の明示義務はありません。更新の上限を設けている場合は、更新  
回数の上限又は通算契約期間の明示が必要です。 

また、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、
無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件の明示
が必要になります。 

※３ 「昇給」に関する事項も絶対的明示事項ですが、「昇給」は、書面 
での明示ではなくてもよいとされています。（労働基準法施行規則  
５条３項） 
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 パート・有期雇用労働者は、上記事項に加えて、昇給・退職手当・賞与
の有無、相談窓口についても明示しなければなりません（Ｐ３２参照）。 

②② 制制度度ががああるる場場合合ににはは、、口口頭頭又又はは書書面面でで明明示示ししななけけれればばなならら

なないいこことと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イイ  明明示示さされれたた労労働働条条件件がが実実際際とと異異ななるる場場合合  

労働契約とは異なる労働条件で使用された場合、労働者は使用者

に対して、労働契約の遵守を要求できます。 

使用者がそれに応じない場合は、すぐに労働契約を解除すること

ができます。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約

解除の日から１４日以内に帰郷するときは、使用者は必要な旅費を

負担しなければなりません。 

ウウ  契契約約のの内内容容がが労労働働基基準準法法にに違違反反ししてていいるる場場合合((労労基基法法１１３３条条））  

労働基準法で定められた基準より低い労働条件を定めた労働契約

は、その部分だけ無効になります。 

無効になった部分は労働基準法で定められた基準になり、労働 

契約自体は有効です。 

エエ  契契約約のの内内容容がが就就業業規規則則のの基基準準にに達達ししなないい場場合合（（労労契契法法１１２２条条））  

労働契約において、労働者及び使用者が就業規則と異なる労働 
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条件で合意していた部分については、その合意が優先します。 

ただし、その労働条件が就業規則に定められている労働条件より労

働者に不利な部分は無効となり、その部分は就業規則の定めによる

こととなります。  
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※厚労省ホームページ 

「主要様式ダウンロードコーナー」より 
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